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午後２時１分 開会 

 

１ 開  会 

 

◯松下議長 ただいまから第２回総合教育会議を開会いたします。 

 初めに、私から一言ご挨拶を申し上げます。 

 10 月９日に第６代武蔵野市長に就任いたしました松下玲子でございます。市長就任に当たり、２カ

月少しがたちました。みんなが住み続けられるまち武蔵野の実現を目指して、また、その中でも特に、

子ども子育て応援宣言のまち！ということに力を入れて、市長選では訴えてまいりました。子育てする

なら武蔵野市と、多くの子育て世代の皆様にご実感いただけるような、そうしたまちづくりを皆様とと

もに、力を合わせて進めてまいりたいと思います。 

 それでは、会議を始めたいと思います。 

 12 月 12 日付で副市長の事務分担が変更になり、教育委員会との連絡に関する事務については、堀井

副市長が担任されることとなりました。一言ご挨拶をお願いいたします。 

○堀井副市長 こんにちは。副市長の堀井でございます。今、市長からご案内がありましたように、五

十嵐前副市長の退任に伴いまして、新副市長が就任をいたしました。その関係で、副市長の担任任務の

変更がございまして、私は教育を担当させていただくこととなりました。五十嵐前副市長同様、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 協議報告事項 

   武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱 重点的な取り組み 平成 29年度取組状況について 

 

○松下議長 それでは、協議報告事項、武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱の今年度の取組状況

についてのお話に入る前に、新市長として就任したタイミングでございますので、施策の大綱の位置づ

けについて、まず確認をさせていただきたいと思います。 

 平成 27 年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地域の実情に応じて教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を市長が策定することが義務づけられました。本市で

は、教育施策を総合的な見地から推進するため、総合教育会議を設置すること及び教育委員会との協議

を経て、武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱を策定することを条例で改めて規定しました。その

総合教育会議条例第６条において、大綱の策定に当たっては、「長期計画との整合性を保つよう努めな

ければならない」と規定していることを踏まえ、現在のタイミングでは、新たな施策の大綱を策定する

ことはせず、次の大綱については、来年度から検討が始まる第六期長期計画と整合を図りつつ、つくっ

ていくものと考えております。 

 具体的な時期としては、現在の施策の大綱は、平成 27 年に策定し、その際に、大綱の対象とする期

間は４年とし、重点的な取り組みはその期間を見通すものだが毎年変わり得るものとすると決めている

ため、次の大綱は平成 31年度からという整理とさせていただきます。 

 それでは、協議報告事項の（１）武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱における重点的な取り組

み平成 29年度取り組み進捗状況について、事務局より説明をお願いします。 

○樋爪企画調整課長 それでは、ご説明させていただきます。 
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 ご説明の前に、資料の確認だけさせていただきたいと思います。 

 まず、次第がＡ４縦１枚でございます。 

 資料１「武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱 平成 29 年度取組状況（11 月末時点）」、Ａ４横

の２枚、ホチキスどめでございます。 

 資料２「文化振興基本方針策定委員会 開催経緯等」、Ａ４横１枚でございます。 

 資料３「武蔵野市小中一貫教育検討委員会の検討状況に関する意見交換会」、カラーのＡ３、２つ折

りでございます。 

 資料４「地域子ども館事業執行状況報告（平成 29年４～10月）」、Ａ４表裏が１枚ということです。 

 不足部等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、協議報告事項の（１）「武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱 平成 29年度取

組状況（11月末時点）」について、ご説明をさせていただきます。資料１でございます。 

 こちらの表でございますけれども、ことしの５月に改定いたしました施策の大綱です。一番左に事項

名がございます。全部で 10項ございます。これの取組の状況が、真ん中の段「平成 29年度取組状況」

と右の欄「取組の上での課題」になります。こちらの２つをまずご説明させていただきます。 

 まず、「文化振興に関する方針の検討」でございます。 

 平成 29 年６月に策定委員会を設置いたしまして、これまでに４回の委員会を、直近でもございまし

たが、開催したほか、８月には施設見学、９月にはワークショップを開催いたしております。 

 課題といたしましては、右側のところでございますけれども、調整計画の示すさまざまな分野への波

及について議論を重ねていく必要があるといった課題が掲げられてございます。 

 ２番目は「東京 2020 オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けた取り組みの推進」でござい

ます。 

 状況といたしまして、５月に市内 79 団体による実行委員会の設置、４つの分科会も設置してござい

ます。それから、多面的な効果を生み出すことを目的として、Sports for All 事業等、市民の心に残る

事業を多く展開しているところです。 

 課題といたしましては、４つの分科会で出てきました意見の具体化が、今後求められております。 

 続きまして、「小中一貫教育の検討」でございます。 

 取り組み状況といたしましては、検討委員会を設置しております。こちらが５回開催されておりまし

て、小・中別教育と小中一貫教育の多角的な比較を今、進めている状況でございます。これから市民意

見等をいただきまして、今年度内の答申を予定しているところでございます。 

 課題ですが、この 12 月から１月にかけて、市民や教員の意見を把握し、検討委員会の参考としてい

きます。さらに、答申後、来年度（30 年度）の４月から５月にかけて市民説明会、パブリックコメン

トを予定して、出していくということでございます。 

 次が「学校教育施設の改修及び再整備」でございます。 

 取組状況といたしまして、学校施設整備基本計画の中間まとめのパブリックコメントを実施いたして

おります。それから、庁内におきまして、児童・生徒増加対策庁内検討会議で児童・生徒増加対策の考

え方を整理してございます。また、学校給食施設検討委員会におきまして、報告書を７月に出しまして、

これに基づきまして、教育委員会のほうで、当面の学校給食施設の整備方針についての議決を行ってお

ります。それから、大野田小学校の学区変更案を策定し、説明会を実施したりですとか、学区変更につ

きましては 11月の教育委員会定例会で方針を議決しているといった状況でございます。 

 課題といたしまして、校舎の改修工事等だけでは児童数への対応が難しい学校もありますので、地域
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子ども館の移設や学区の変更などの課題解決策を検討していく必要があるという点、学校給食施設につ

きましては、建築基準法に基づく許可が必要となりますので、これも含めた平成 33 年度の稼働に向け

て日程がタイトであるという課題がございます。学区の変更につきましては、今後井之頭小学校など、

大野田以外の地域における学区変更の可能性について検討を進めていく必要があるというところでござ

います。 

 ２ページ目をごらんください。 

 「教育センター構想の推進」でございます。 

 教育推進室におきましては、教育アドバイザーによる指導・支援を行うとともに、新学習指導要領等

に関するさまざまな資料を学校教員に提供してございます。教育センターのあり方につきましては、関

係課において、改正された児童福祉法に定める子育て世代包括支援センターとのかかわりや教育支援セ

ンターの移転も含めて今、検討しているところでございます。 

 課題でございます。教育センターの役割、機能により、設置場所の検討が必要になってきますが、当

面の課題として、大野田小の児童増加への対応を考慮しながら、教育支援センターの移転についてを喫

緊の課題として検討していく必要があるということでございます。 

 次に、「総合体育館、陸上競技場施設の改修」でございます。 

 体育館のアリーナ天井工事につきましては、９月末に現場工事が完了して、利用を再開しております。

陸上競技場の改修につきましては、９月に電気及び機械工事の受注業者が決定しておりますが、建築工

事のほうが不調となった関係で、10 月に決定をして、工事を開始しているといった状況でございます。 

 課題でございます。陸上競技場につきましては、一部工期を次年度に延期することになったというこ

とで、建築業者決定まで時間を要したということが原因でございますが、このためスケジュールがタイ

トになっているといった課題がございます。 

 続きまして、「旧桜堤小学校跡地の整備と桜野小学校第２校庭としての活用」でございます。 

 旧桜堤小学校校舎、体育館、プール等の撤去工事を完了してございます。スポーツ広場の設置につき

ましては、第２校庭としての活用の状況等を見ながら、研究と情報収集を行っている状況です。 

 課題といたしましては、スプリンクラーの設置工事を今後行っていくということと、整地工事につい

ては 30 年度に行うことになりました。スポーツ広場の具体的な検討につきましては、児童・生徒数の

推移と調理場の建てかえの件がございますので、こちらも確認しながら進めていく必要があるというも

のでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、「図書館のあり方の検討」でございます。 

 取り組み状況といたしまして、図書館基本計画の改定を今年度、来年度の２年間で行ってまいります。

吉祥寺図書館リニューアル工事につきましては、30 年３月までと予定しておりまして、あわせて今、

臨時窓口の運営を行っております。30 年度に指定管理者制度に移行いたしますので、そのための準備

を事業団と連携して行っているという状況でございます。 

 課題といたしましては、リニューアル工事が、やはりこちらも工事不調の関係で、工期がおくれてご

ざいます。年度当初からのリニューアルが厳しい状況でございますので、早期に開館日程を確定し、周

知もしていくといったところが課題となってございます。 

 続きまして、「子どもの貧困への対応」でございます。 

 状況といたしまして、子ども支援連携会議におきまして、支援情報をまとめたリーフレットを作成し、

配布しております。また、貧困対策部会におきまして、実態調査、視察調査等を行い、本市の支援のあ

り方について検討してございます。それから、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援を小学校３年生
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から中学校３年生までの生活困窮家庭の児童・生徒に対して実施をしております。また、成蹊大学と連

携した学習支援事業については、今、学校のほうと協議を行っているところでございます。スクールソ

ーシャルワーカーにつきましては、各校の生活指導部会の実施日を中心に学校を訪問しております。家

庭訪問や関係機関への同行などの支援も行ってございます。それから、今年度から新設いたしました高

等学校等修学給付金につきましては、８月から支給を開始いたしまして、周知がかなり徹底したことか

ら、当初想定を大きく上回る 256 名に支給を行うことができている状況です。29 年度から開始するこ

ととした小学校の就学援助費の入学前支給についても、10 月から受け付けを開始しております。それ

から、学校現場において教員が子どもの貧困に気づくためのチェックシートの作成の検討に着手をして

いる状況です。 

 課題といたしましては、生活に困窮する世帯が利用可能な制度、相談窓口のさらなる周知が必要とい

うことと、スクールソーシャルワーカーについては、国の配置目標を踏まえて、長期的な視点から、体

制を検討していく必要があること。就学援助につきましても、申請率の向上を図るため、来年度に向け

て、制度の内容や要件をわかりやすく周知していく必要がございます。また、子どもの貧困に気づくた

めのチェックシートについては、活用方法をさらに精査していく必要があるという状況でございます。 

 最後のページは、「総合的な放課後施策の推進」でございます。 

 取組状況といたしまして、29 年４月から子ども協会にあそべえ、学童クラブ事業を運営委託すると

ともに、地域子ども館館長の配置、学童クラブ指導員の体制強化を図りまして、あそべえ・学童クラブ

の共通のスタッフを配置するなど、きめ細かな育成体制の確立に努めております。また、学童クラブの

学校休業日の開所時間を８時からとしてございます。それから、境南小、井之頭小、桜野小の学童クラ

ブ室の増設工事等を行ってございます。 

 課題といたしましては、入会児童の増加に対応した学童クラブ室の整備、学童クラブ指導員の確保と

いったところがございます。 

 説明は以上でございます。 

○松下議長 本日の進め方についてですが、全体についての意見交換は最後にまとめて行うこととし、

個別で説明がある項目について、資料の順番に沿って協議をしていきたいと思います。 

 それでは、重点的な取り組み項目の１番目、「文化振興に関する方針の検討」について、個別に資料

の用意があるとのことですので、事務局から説明をお願いいたします。 

○佐々木市民活動推進課長 それでは、資料２でございますが、「文化振興基本方針策定委員会 開催

経緯等」をごらんいただきたいと存じます。 

 先ほどご説明しましたとおり、文化振興基本方針策定委員会は、資料の段階では４回の会議でござい

ますが、先週の金曜日に第５回の委員会を開催いたしましたので、これまで５回の会議を開催しており

ます。 

 順次ご説明いたします。 

 まず、１回目の会議といたしましては、６月 21 日に第１回会議として開催いたしまして、正副委員

長の選出ほかを行っております。委員長には小林真理委員、副委員長には酒井陽子委員を選出しており

ます。当日でございますが、各種資料の説明をさせていただいた後、本市におきます文化の範囲ですと

か施策・事業の対象、方針の期間などにつきまして意見交換を行ったところでございます。 

 第２回の会議でございますが、７月 28 日に行っております。第１回の主な意見などにつきまして改

めて確認するとともに、本方針の体系と目次構成ですとか、これまでの文化施策に対する評価及び課題

などにつきましてを議事として行っております。主な内容につきましては、施策・事業の対象、事業の
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あり方などにつきまして意見交換を行っております。 

 第３回までの間でございますが、８月４日に施設見学といたしまして武蔵野プレイス、市民文化会館、

吉祥寺シアター、公会堂、吉祥寺美術館を見学しております。 

 また、委員会ではございませんが、９月 16 日にワークショップを行っております。吉祥寺シアター

のけいこ場を会場といたしまして、「まちづくりに文化を活かす」というテーマで開催いたしまして、

17 名の方にご参加をいただきました。こちらにつきましては市報で募集を行いまして、ご参加をいた

だいたという形でございます。 

 第３回の会議でございますが、９月 25 日に開催いたしました。第１回、第２回の委員会の主な意見

などにつきまして改めて確認するとともに、「文化に関する施策の方向性やあり方」について議論をい

ただきました。「主な内容」にございますように、「あらゆる市民に対する市内での鑑賞・体験機会につ

いて」、「参加型の体験・創造の機会について」、「文化の担い手の育成や多用な主体と連携について」、

「新しい文化の創造・発信について」の４つのカテゴリーにわたりまして協議を進めたものでございま

す。 

 第４回は 10月 27日に開催いたしまして、これまでの意見を踏まえました方針の骨子案についてとい

うことで協議をいたしました。これまでのご意見を方針に盛り込みたい内容といたしまして、６つの骨

子案につきまして委員より提案をいただいたものでございます。また、市の役割としまして、協議をい

たしました。 

 第５回は 12月 15日、先週の金曜日に開催をいたしました。前回の委員会で行われた６つの骨子案を

ベースといたしまして、方針の柱（案）という形で協議をしたものでございます。柱の案でございます

が、「１身近に文化に触れられる機会をつくります」「２創造性を育む、体験の機会をつくります」、「３

文化を身近に体験し、交流・活動する環境をつくります」、「４文化の担い手を育み、発掘し、つなげて

いきます」、「５文化を育て、生み出していくまちをつくります」を提示いたしまして、協議いたしまし

た。なお、第４回の段階では６つの骨子案でございましたが、一部を整理した形でこちらの５つに変わ

ったということでございます。また、これまでの協議の中でもさまざまご議論をいただいておりました

「創造性」、「文化がまちにもたらす効果の武蔵野市における活用」、「文化の中間支援機能を担う人材の

具体的な役割」について意見交換を行ったものでございます。 

 下に、今回の策定委員の名簿を入れさせていただいておりますが、こちらの 11 名の方に策定委員と

して参加をいただいております。また、２名の方は公募委員ということでございます。これは、さかの

ぼりますが、４月の段階で市報で公募を行いまして、それに手を挙げていただいた方でございます。 

 説明は以上でございます。 

○松下議長 今、説明のあった件について、質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○山本委員 一昨年、初めて総合教育会議というものが開かれて、そこに出席したとき、緊張の余り、

倒れそうになったことを思い出しました。でも、そういう会議ではなかったですよね。ここで何かを決

定するということでもないし、皆さんそれぞれの立場で、この場においていろんなことを検討していこ

う、それから、こんなことがありますよというような情報の交換もできるといいですねということをお

話ししました。でも、また今日、ちょっと緊張が満ちてきまして、思ったことを整理しながらそのまま

お話しできる場にしていきたいということを最初にお話ししたいと思いました。 

 文化の話について、ありがとうございました。この間の総合教育会議のときにも、文化について随分

議論を交わして、そのことが反映されていることをとてもありがたいと感じています。文化というのが、

芸術とか、例えば絵画とか、演劇、文学とかそういったことだけではなくて、私たちのしている市民生
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活全体が文化的であるようにということが、武蔵野市の願いでありますし、教育委員会としても、その

ことが学校教育の中で育まれていくようにということを考えて活動を進めているわけですから、文化と

いう捉え方が少し変化してきたことはとてもよかったのではないかなと、ありがたく思ったのです。 

 １つ、視点として、聞いていただきたいことがあります。いろいろなことが便利になってきて、私も、

市長もそうだと思いますけど、電子レンジなんかを使ったり、家の中でもいろいろ便利な機器に囲まれ

たり、家電に囲まれたりして暮らしているけれども、簡単になればなるほど少し文化から遠くなるよう

なところがあります。例えば、私たちも何か集まりをするときにお茶をいただいたりするのですけれど

も、かつては、係の人たちが、この人数のお茶を用意したりして、なかなか大変なことだった。そして、

今はペットボトルが置かれていたりしますよね。でも、それはやっぱり文化から少し離れたことになっ

ていく。ペットボトルを使うのはやめましょうという話ではなくて、武蔵野市としては、便利というこ

とではなくて、文化的に事を進めていくように、ちょっと手間はかかっても、こういうことはしてみま

しょうという視点も取り入れながら、大人がそれを子どもに示していくような、そういう文化について

も考えていきたいなと思っています。 

 学校の現場でも、いろんなことがあるんです。私が昔、子どもだったころにはこんなものはなくて、

少し野蛮だったけれどもあそこで学んだことがあるなということも含めて、あれは１つの文化だったな

と思い返すようなことも多いんです。そういうことも私たちの視野の中に入れて話し合いを進めていき

たいと思いました。 

○渡邉委員 今、山本先生がおっしゃっているところというのは、実は、文化は歴史と非常に関係が深

いんです。その歴史に対して、武蔵野市も含めて日本の歴史とか、そういうことも含めてその視点がち

ょっと欠けているかなという感じがしました。 

 例えば、見学している場所は、プレイスとか文化会館、シアターとか公会堂、吉祥寺美術館というこ

とで、芸術という観点が中心、図書館とか生涯学習に関係する場所だったりするのですが、ふるさと歴

史館という、歴史を育んで、それを蓄えている場所があるわけで、そういうところもちょっと見学して

いただいて、武蔵野市はこうできてきた、それに対して今こういう生活をしている、でも、当時はこう

だった、いろんな苦難に満ちた部分もあって、それがこういう形で発展して、住みやすいまちになって

きた、その辺の変化があるはずなんですね。それを知って初めて、ここに住んでよかったとか、こうや

って皆さんが頑張ってきたから、この文化が発展してきている。そういうことがあると思うので、その

辺の位置づけをこの中でぜひ反映していただけるといいと思います。 

 我々が住んでいるということは、過去があって、ここに住んでいるということが重要なわけで、それ

をないがしろにして、その先だけを考えるというのは、強い言い方をすると、間違っている。正しくな

いんじゃないかな、そういう意識を私は持っています。なので、ぜひそういう視点を入れていただきた

い。 

 また、市民の公募の方もいらっしゃるということで、武蔵野市に住んでどうなのかという観点ですね。

外から見る観点も非常に重要なんだけれども、自分たちは、住んでいてどういう方向に向かっていくの

か、そうするとこういう内容をさらに進めていくといい、そういう内容が入ってくると、さらにいい結

果が出てくるのかなと感じました。これは質問ということではなくて、意見としてそう感じました。 

○松下議長 ほかにはございますか。 

○山口委員 文化というと、私たちは享受するだけではなくて、１人１人が担い手でもあると思うんで

す。ですので、特に子どもたちの教育において今、市民科が検討されて、教科としての体系的な学びが

検討されていますけれども、武蔵野市を知ることによって武蔵野市の地理であるとか人々の思いである
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とか、あるいは歴史を知ることによって、今、武蔵野市の文化を受けとめながら、担い手としての資質

を育てているというんでしょうか、そういう面があると思います。ですので、常に文化を享受するもの

と、担い手であるという両面で考えていくことが大事かなと思いまして、特に、「４文化の担い手を育

み」は、武蔵野市のこれからのために特に大事なことだろうと思います。 

 全員が全員、将来ずっと武蔵野に住むわけではないのですが、どこに住んでも単なる居住者ではなく

て、その地域をつくる一員としての資質を磨いていくというんでしょうか、そういうところが、この文

化の方針を策定する上でとても大事なことだろうと思っています。 

○松下議長 ご意見を賜りました。 

○小出委員 すばらしいものを市民の皆さんに示したいんですが、それにはすてきな講師を呼ばなくて

はいけないということがあると思うんです。それについては予算等を考えていかないと、ただの絵に描

いた餅になってしまうのではないか。どれぐらいのものを呼べて、どれぐらいの人ができるかというこ

とですよね。 

○松下議長 方針なので、予算とかではなくて、武蔵野市としての文化の基本方針という形ですね。計

画とはまたちょっと違うので、予算は方針にはかかわってはこないかなと思うんですけど。 

○小出委員 武蔵野市にもたくさんのすてきな方がいらっしゃいますので、最初は武蔵野市民のそうい

う方を集めて始めたほうがいいのではないかと思います。歌舞伎の方もいるし、結構いろんな方が住ん

でいらっしゃいます。私も小学校のＰＴＡで活動していますと、いろいろな文化に触れている方がたく

さんいますので、武蔵野市の中からそういう方を探し出して、最初はそこからいったほうがいいかなと

いう感じがいたします。 

○松下議長 ほかはよろしいですか。 

○宮崎教育長 委員からもいろいろお話がありましたけれども、文化振興基本方針の策定が着実に進ん

でいるなという感じがいたしました。 

 そのときに、文化というのは、いろんな方たちから多様に意味が問われてきたり、見えるものではな

いかなという気がいたしますので、この方針をつくるというのは大変な作業だなと思うんです。皆さん

が頭の中で描いている文化というのはみんなそれぞれ微妙に違っていて、ずれていたり、今、ご意見を

聞いただけでも、こちらに重点を置くべきであるというのがいろいろ出てきます。そういった非常に多

様なものを含めている。 

 でも、そういうものを語ることが大きな文化的状況であって、例えば吉祥寺というまちが、『火花』

という新しい小説の舞台として同時代の多くの人たちに受け入れられたりする。ああいう精神的な１つ

のドラマが展開できるような雰囲気とか、吉祥寺というまちが、ある種の空気を持っている世界である、

そういうことはすごく大事で、そういう空気のことまで含めていくと、文化というのは本当に大変なこ

とになってしまって、じゃ、空気はどうやってつくるのかみたいな話になってくるわけです。それは大

変だと思いますけれども、しかし、非常に大きな広がりを持っていて、それを比較的収束的に方針とし

て打ち出し、つくっていかなくてはいけない、そういう大変難しい作業をしていなければいけないんだ

ろうなと思います。 

 ただ、先ほどから子ども時代のこととか、いろいろ話が出ていますように、遊びとかそういうのも、

やっぱり文化です。確かに文化というのは、食べること、生きることに直接かかわっていない、それが

ないと死んじゃうとか、生命の維持が難しいとか、そういうものとはちょっと違うところにあると思う

んです。文化は、それがなくても生きていける、でも、ないと生きていてもつまらない、そういうもの

です。つまり、非常に精神的な、ある種の水準を言っていたり、精神的な構造世界を言っている、そう
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いう感じがするので、これをつくるということは、武蔵野市民の心の豊かさを、市としてどのように保

証していくのかということに非常に大きなかかわりのある、非常に大事な方針だなと思っていて、難し

いけれども、委員の先生方にぜひ努力していただいた上で、私どももいろいろ見せていただいて、それ

を定めていければいいなと思っています。 

○松下議長 さまざまなご意見が出て、文化は非常に幅が広い。その中で、行政として、武蔵野市とし

て一定の文化振興に関する方針をまとめていくという作業が今後、中間のまとめ等を経て行われていく

のかなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、重点的な取り組み事項の３番目「小中一貫教育の検討」について、個別に資

料の用意がありますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○渡邉教育調整担当課長 資料３に基づいて、ご説明いたします。 

 まず、この資料３がつくられた背景からご説明いたします。 

 小中一貫教育の検討については、平成 27 年度以来、３年目を迎えております。今年度、教育委員会

では、武蔵野市小中一貫教育検討委員会を設置しました。教育委員会から検討委員会へ依頼した事項は、

小・中別教育と小中一貫教育の多角的な比較を踏まえた小中一貫教育の実施の是非でございます。 

 検討委員の任期は今年度いっぱいで、答申を出す時期は、予定では２月を考えております。そして、

この答申の前に、市民の意見を把握する機会として、今月から１月にかけて市民意見交換会を開催する

予定でございます。資料３は、その際の資料になっております。内容については、検討委員会でお諮り

しながら固めたところでございます。 

 簡単に、資料のつくりをご説明したいと思います。 

 まず、表表紙でございますけれども、検討の背景についてまとめております。小中連携教育と小中一

貫教育の違いや、なぜ検討しているのか、それがなぜ今なのかということを書かせていただいておりま

す。地方自治体としては、９年間の義務教育を実施する責任があり、本市では小学校 12 校、中学校６

校がございます。そして、これらの学校は今、改築を検討する時期にあり、それがゆえに今、未来の武

蔵野の学校のあり方について検討することが必要です。特に、これまでの小中での教育のよさや、すぐ

れた取り組みを生かしつつ、これからの社会や環境の変化にも対応できるよう、９年間の義務教育をよ

り高めるための取り組み・施策の幅を広げていく必要があります。 

 こういった観点で施策の幅、可能性の幅について比較をしておるところでございます。 

 中面をごらんいただきたいと思います。上のほうは、これまでの学校教育、小・中別教育の場合の今

後の取り組み、考えられる取り組みの例を書かせていただきました。下のほうは、小中一貫教育を仮に

実施する場合、考え得る取り組みの例を書かせていただいております。それぞれ知、徳、体、緑色の部

分については、広い意味での福祉的な部分、学校と地域の関係に着目した取り組みを整理しております。

そして、オレンジ色の部分は、学校施設について記載させていただいております。 

 さらに、裏表紙でございますけれども、これまでいただいた、よくある質問をＱ＆Ａ形式でまとめて

おります。 

 １番目では、どのように検討を進めてきたのか。平成 27 年度以来の歩みを書かせていただいており

ます。２番目でございますが、小中一貫教育検討委員会とは何ぞやということを書いております。そし

て３番目、今後のスケジュールでございます。答申後、平成 30 年４月から５月ごろ、教育委員会とし

て市民意見交換会やパブリックコメントを実施する予定でございます。それを踏まえて、基本的な方針

について協議をしたいと考えております。仮に、小中一貫教育を実施する場合、最初に開校する学校は

2025年前後ということで、最初から検討を始めた 2015年からおよそ 10年をかけて検討することになり
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ます。さらに、４番目は、学校改築は必要だけれども小中一貫教育の検討は後でもよいのではという質

問、５番目は、喫緊の課題である教員の多忙化や児童・生徒数増加対策を優先するべきではないかとい

う問いへの答えを書かせていただきました。 

 意見交換会では、事務局のほうから、このペーパーを使いまして、検討委員会の検討状況について簡

単にご説明し、その後、クエスチョンタイムを設けまして、さらに市民の方々同士の意見交換、そして

最後にアンケートをしていきたいと考えております。 

 検討委員会には、そこで出た意見なり、アンケートの結果をフィードバックしていきたいと思ってお

ります。 

 なお、市民意見交換会でございますが、保護者など各層別のほかに３駅圏で実施します。さらには、

要望も受け付けて開催していきたいと思っております。今調整中のものも含めて、20 回前後の予定で

ございます。このほか、学校の先生、小・中学生にもアンケートを実施する方向で今、校長会と調整中

でございます。 

 簡単ではございますが、資料の説明は以上となります。 

○松下議長 今説明のありました件について、質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○渡邉委員 小中一貫教育検討委員会は、教育委員会定例会のほうで毎回ご報告いただいていまして、

順調に進んでいる。でも、回数が足りないということで、大変ご苦労されていると伺っています。 

 これは最終的にどちらにいくかわからない状況ではあるわけですけれども、武蔵野市の子どもたちに

とって、いい教育が受けられる、いい学習がやっていける、そういう場をつくることが大切で、それが

第一なんですね。 

 前の市長さんには、こういう会のときに申し上げたことがあるのですけれども、このような内容は、

今あるものを改善していくという発想ではだめなんですね。あくまでも新しいことを設計していく。そ

ういう発想で取り組んでいかないと、うまく結果が出てこない。今あるのをこうやってよくすればいい

んだという発想ではなくて、今後、2025 年のスタートに向かって、どういう方向で、どんな教育、学

習が受けられるようになるか、こういう子どもたちをつくっていきたい、そういう発想のもとで、我々

はこの検討の結果を活用しながら決定していくことになると思います。 

 そのときに、市長の立場も大変重要なことで、全体にわたってこれでいくということをきちんと安心

して言えるような状況をつくらないといけないということを我々は常に思っています。市長にも頑張っ

てやっていただけるといいなということで、質問ではないのです。そういう意思を持たないとなかなか

うまくいかないんだと思います。市民の皆さんもいろいろな意見を持たれているので、それをどうやっ

てよい方向に向かって進めていくかということで、大変な状況になる可能性もありますけれども、頑張

っていきたいなと思っております。 

○松下議長 これまで検討委員会の中で議論が重ねられてきて、今月、来月と市民意見を聞く場が３駅

圏でありましたし、また、コミセン等で企画されております。ぜひその中で率直に、市民の皆様のご意

見に耳を傾けていただきたいと思っております。 

○渡邉委員 そのときに、これだから悪いんだよという言い方ではなくて、こうすればよくなる、そう

いう意見をたくさん出していただけるといいなと思っているんです。両案とも否定的に考えるのではな

くて、こっちはこういうよさがあり、もし悪さがあったら、こうやったらどうですか、そういう意見を

聞く場になると、すごく発展的になるかなと思いますので、ぜひ反映していただけるといいなと思いま

す。 

○宮崎教育長 小中一貫教育検討委員会は、委員の皆さんには本当によくご努力いただいていて、当初
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の予定よりも回数をふやす方向で、今もそういう対応をお願いしているようでございますが、それだけ

こんなに武蔵野市のこれからの教育、特に小中学校教育、義務教育期間の子どもたちの教育支援といっ

たものがいろんな面で語られたことは、私はないのではないかなと思いますし、私は、こういうプロセ

スを経てたどり着いた結果というのは、必ず子どもたちにとってよいものになっていくのではないかな

と思っているところです。 

 もちろん、今ここでは、モデルとしてこれまでにない形のものもお示ししておりますので、これにつ

いていろいろ関心が集まったりしますが、要は、渡邉委員もおっしゃったように、どっちかとかそうい

うことは施策化の時点で最終的には大事ですが、今はこうすればいいといういろいろな知恵を集めたい

ところですよね。その知恵をどちらの形式で生かしていけるのか、または別の形式があるのかといった

ころを市民から幅広くご意見をいただければいいなと思っております。 

 これからの社会がかなりの大きな変化をもたらすであろうということが今、大体明らかになってきて

いて、一昨日のニュースでも、自動車なんかは電気屋さんがつくるものになっていくとか、ということ

はＡＩが操作するものになっていく。そうすると、要らなくなる人たちも出てくる。少なくとも今まで

のエンジン車にかかわった人たちの仕事はほとんど消滅していくということは、ちょっとしたニュース

を見ればわかる状態になっていて、そういうこれからの変化の激しい中で、子どもたちが自分のよりよ

いキャリアを選択していけるという力をどうつけてあげたらいいのか。そこが今、非常に大きな問題だ

と思うんですね。 

 こういう学校制度形式論もあるかもしれませんが、こういう内容、方法であれば、こういう器が必要

であろうとか、こういう１つの仕組みが必要だろうという考え方で我々はやっていかなければいけない。

私が、もし自分の住んでいるところの区民、市民としてこういう問題を聞いたときには、まず自分の経

験とか、これまで、現状といったものから推定できる範囲でのよいものを求めるぐらいのことしかでき

ないんだけれども、ただ、これからの社会の変化は大変大きなもので、我々の経験したもの、経験則を

超えていくことが想定されますので、私たちもこれからの未来の子どもたちに対してきちんと責任を持

っていろいろなものを考えていかなきゃいけない。その中に、我々の経験則だけでつくり出していくも

のではないものも必要となる。それが渡邉委員の先ほどのご意見だと思います。そういう気持ちで身を

引き締めながら、また検討に当たっていければいいなと考えています。 

○山口委員 未来の子どもの教育を考えるときに、確かにそれぞれの学校は、当たり前のことにそれぞ

れの課題を持っていますが、学校教育は順調に行われていると思います。でも、そこに安住しないで、

この大きな社会、しかも非常に急激な社会の変化の中で、子どもたちの内面がどう変わっているのか、

生活環境、学習環境がどう変わっているのかを十分に考えていかないと、これからの、未来の子どもに

合った教育を考えるのが、今のままでいいとは言えないのではないかなという思いがあります。 

 例えば、家庭環境にしても、両親とも働いているのが当たり前の家庭が多くなっていたり、あるいは

きょうだいが少ない。だから、セカンドスクールなどに行くと、民宿で幼い子どもがいると、それがと

ても大きな効果をもたらしてくれたりしている現実がある。それから、武蔵野市はまだまだ恵まれてい

ると思いますが、地域の人とのかかわりが十分ではない。前は必ず近所の方に挨拶をしたり、声をかけ

られたり、話を聞いたりした。それがだんだん少なくなっていく。それはきっと加速するだろうと思っ

ていますが、そういう状況の中で、今のままの教育ではない、何をやっていけばいいのか。しかも、武

蔵野市らしい教育というのは何なのかを今、私たちは真剣に考えていかなければいけないと思います。 

 ５年、10年先ではなくて、50年、60年、70年、そういう先の学校教育を今、私たちは考えているん

だと思います。そのためには、検討委員会で出された案を市民で検討し、そしてみんなでまた考えてい
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く。こういうプロセスを大事にしながら、子どもたちにとってどういう学校教育がいいのか。子どもた

ちの生きる力、子どもたちが生きがいを持って社会の中で生きていく基盤をつくる学校教育として何が

やれるのか、私たちは今、本当に真剣に考えていきたいと思っています。 

○山本委員 武蔵野市は、学力においても、体力においても、優秀な成績という意味でも実績を上げて

いて、このままやっていけばいいのではないか、そういう考え方も市民の方の中には根強くあると思い

ます。でも、今、皆さんが言われたように、未来には、予測不能な複雑な社会が待ち受けている。本当

に難しい、見通しのきかないような展開だと思います。そういう中で、もちろん子どものことをいちば

んに考えるのですけれども、大人も子どもに一生懸命寄り添って、ともに育っていくという姿勢がとて

も大切になるだろうなと思っています。 

 それから、学力とか体力とかが優秀でも、それがＡＩと結びついて、うまくないことにつながってい

くということが起こるかもしれないなと私は予測していて、そうなるとどうかというと、人格の形成が

本当に大事になってくるだろうと思います。もちろん今だって大事です。先ほど文化振興に関する方針

の検討のところでもちょっと言いたいなと思っていたのですけれども、文化に関して言っても、その担

い手の人格が大事。そのことが基盤になって何かが生まれるようでなければいけないという視点が、ま

すます大事になってくるだろうと思うんですね。勉強に関してもスポーツに関しても、いろいろなこと

をするに関しても全部、もとのところには人格形成があるんだ、そのことが忘れられない教育、その上

に学校という器を考える。武蔵野市のこれからの教育ということに関しては、人格形成をを堂々と言え

るような方針で、丁寧に慎重に進めていきたいと強く願っています。 

○小出委員 いろいろな子どもがいらっしゃいます。いろいろな個性を持っております。その個性を１

つ伸ばせるような武蔵野市であってほしいと思います。勉強が苦手だけど、できるものをどんどん伸ば

せる。勉強できなくてもいいんだよ。いけないんですけど、（笑）でも、それぐらい個性を伸ばせるよ

うな教育があっていいと思いますので、とにかく１人１人、個々を見てあげて、伸ばせるような教育で

あってほしいと思います。 

○渡邉委員 くしくも山口先生がおっしゃっていたように、先ほどの文化と密接に結びついているんで

すよね。文化を形成するということは、人を育てることなんですよね。それが小学校、本当は幼児教育

からスタートするんでしょうけれども、ライフサイクルの中で、私は一生勉強だと思っているので、最

期まで、全体を通じて自分の人格をどう投影していくか。そういうことは大切で、その中での９年間を

とったときに、こうやっていくと、こういう子どもたちが育つんだという位置づけですかね。文化とい

うのは全体的にわたるもので、歴史も関係してくるので、さらに長いライフサイクルですけれども、そ

ういう視点を一回持つと、もっと幅広い目でいろいろな検討ができるようになるのかなと感じました。 

○松下議長 ご意見をいただきました。ほかはよろしいですか。 

 では、次に、重点的な取り組み事項の４ページ目の最後、「総合的な放課後施策の推進」について、

個別の資料の用意がありますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○原島児童青少年課長 私のほうからは、今年度より子ども協会により運営を開始いたしました学童ク

ラブ事業、あそべえ事業、地域子ども館事業の状況につきまして、資料４を使いまして、ご報告いたし

ます。 

 １は職員体制でございます。こちらは９月１日現在でございますが、嘱託職員を含め、全体で 90 名

の職員体制で地域子ども館事業を運営しております。 

 ２は、地域子ども館事業推進会議につきましては、これまで、あそべえの企画運営会議、地域の方な

ども入った形で組織されている会議がございました。この運営の見直しとあわせて、地域子ども館事業
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推進会議と名称を改めまして、今年度より運営しております。こちらにつきましては、館長ほか学校長

なども入っていただきまして、推進会議を開催しております。会議の中では、子ども館の活動報告です

とか、イベントの企画・実施、学校・地域団体との情報交換を行っておるところです。12 館全体とい

たしまして、この間、41回の開催を行っておるところでございます。 

 ３は、この間の主な取り組みとして、イベントのみを抽出しておりますけれども、各館におきます大

きなイベントの実施状況でございます。基本的には、学校の休業日、夏休み期間に多く実施されており

ますけれども、昨年までとり行われていたあそべえのイベント、こういったものを中心に今年度行って

いる状況でございます。一部、学童とあそべえの合同的なイベントなどを実施されている館もございま

して、ここからもこの連携の進みぐあいがうかがえるかと捉えております。 

 裏面をお願いいたします。 

 ４は、あそべえの利用者数の 10 月までの状況でございます。児童数の各館の状況がありますが、開

放している事業、教室から校庭、それぞれの参加人数の状況がこちらとなっております。教室であれば、

20 名程度から、最大で 50 名を超えるところ。また、図書室などでも４名程度から 16 名程度となって

ございます。一番差があるのは校庭でございますが、70 名といった地域子ども館もございます。一番

下の合計のところに、12館全体での平均という数字も載せてございます。 

 最後に、５は学童クラブの出席者数でございます。学童クラブにつきましては、児童数も多くなって

おりまして、市内に 12 こどもクラブがございますが、今はそれぞれクラスを分けての運営を行ってお

ります。ここの支援の単位がクラス数と捉えていただければと思っております。現在は 12 クラブで 27

クラスがございます。今年度は境南、井之頭、桜野につきまして夏休みに工事を行い、９月からそれぞ

れの館のクラス数での運営を開始しております。右側が今年度の定員数でございまして、この間、10

月までの平均在籍者数、それに沿った形の平均の出席者数という形で掲載させていただいております。

在籍者数につきましては、年度当初の４月、５月に人数が一番多くて、徐々になれた、１人で過ごせる

お子さんについては退会などもされるということで、年度後半にかけては若干減ってきているところで

ございます。出席率を見ますと、全体としては 77％ということで、これは他の自治体さんと比べても、

学童クラブの出席率が割合高いというのが本市の特徴かなと思ってございます。 

 今回、数値的なものでご説明いたしましたが、地域子ども館に館長を配置した日々の運用の中では、

事業開始前に、まず全員でのミーティングを行います。それぞれの一日の流れがしっかり把握されてい

る中、事業が行われていますので、昨年以上に学童クラブのお子さんがあそべえを利用しやすくなって

いるという効果が出ております。毎月館長会議ですとか、これは毎月ではございませんけれども指導員

会議を開催する中で、館全体の情報交換、情報共有を行いながら、逐次進めている状況でございます。 

 簡単ではありますが、私からの説明は以上です。 

○松下議長 今説明のありました件について、質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○山本委員 あそべえと学童クラブのことは本当に大事に考えなければいけないというか、大事に考え

ているつもりです。隣に座っている渡邉委員のお知り合いの方が、本当はお知り合いではなくて奥様な

んですけれども、大野田の指導員をされているので、そのご様子を始終伺っています。今年、あそべえ

と学童クラブは変わりましたよね。子ども館に館長がいて、その両方をということで、働き方が随分変

わったのではないか。なかなかうまくいっているし、順調ですということで、多分そうなんだと思いま

す。働き方においてこんなことが意外と大変なんだよというような指導員の方が、こんなことが意外と

やりやすくなり、ここがこれから問題になるんだよねというようなことがすべて気になります。返事し

ていただくのは渡邉先生でもいいですよ。大きなことでは、皆さんのご努力でスムーズにそれが移行し
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ているように思うけれども、小さなことでも、また、私はおやつのことばかり気にしているので、おや

つのぐあいなんかもどうなのかなとか、そういうことをちょっと教えていただけたらうれしいです。 

○渡邉委員 知人がお手伝いさせていただいています。ちなみに、このあそべえ利用者数は日程が入っ

ていないのですけれども、４月から 10 月の値ですね。それを入れておいていただけるといいのですが、

かなりたくさんの方に利用していただいて、出席率を見ても非常に高いということです。 

 私が知人に物を届けに行くときに中の様子を見ると、子どもたちは非常に元気にやっているのがよく

わかります。４月からどこが一番変わったかということなのですが、当然、働き方も多少は変わって、

すごくよかったと言っているのは、誰が担当するかというのが曜日制になったのです。年間を通じて、

何曜日の図書には誰々が入る、何曜日のどこには誰々が入るということで、今まではどなたかが日程表

を調整しながらつくられて、それに基づいて、突然にここでやってくださいと言われていたのです。今

は、その方が行っている学校だけかもしれませんがそういう形で進めていただいているので、予定が組

みやすくなった。年間ですから、この日はあそべえに行かなきゃいけないねとわかります。そういう日

程のスケジュール感は非常によくなった。それがまず重要なんです。 

 何曜日に必ずこの方が来ているというのがわかると、子どもたちの対応もやりやすくなると思うんで

す。図書を中心に来る方もいらっしゃるし、校庭だけの人もいるし、教室の人もいると思うので、あそ

こに行くとあの方がやってくれているんだな、そういうのが曜日でわかる。それが非常によかったなと

言っていました。知人は、非常に喜んでおって、すごく働きやすくなったということを言っていました

ので、そういう点では、子ども協会でやってよかったのかなと思います。 

 ただ、中の働き方のところについては、あそべえとか学童、学校によっても雰囲気が大分違うのかも

しれません。今までやってきたやり方を変えていますよね。今までの方法になれている方は、働きにく

くなったと思われている方もおられると思うんです。その辺の気持ちの入れかえを、働いている方にい

かにやっていただけるか。それが働きやすさにつながる。 

 学校も同じなんですけれども、そういう働いている方に笑顔がないとだめなんです。その方が楽しく

働けるような職場でないと、子どもたちにそれを与えられないわけですから、働いている方の笑顔をい

かにつくっていくか。これが運営上の非常に重要なところで、その辺に気をつけていただきたい。今、

いろいろな連絡会議等々をやっていらっしゃると思うのですけれども、そういう働きにくさをどんどん

解消してあげて、いい働き方ができるように、楽しく働けるようにする。楽しい気持ちで子どもたちに

接してくれると、来てくれた子どもたちも楽しくいられる。そういういい循環があると思うので、その

辺をぜひ気をつけてやっていただけるといいと思います。 

○原島児童青少年課長 新しい取り組みに変わってきたという点で、今、渡邉委員におっしゃっていた

だいたように、昨年までの中では、スタッフさんの入り方に規則というか、そういったものもございま

した。今回事業を変えていくに当たっては、長く入られる方がいるのに、そういう方にはなかなかお仕

事をお願いできなかったということも踏まえまして、また、お子さんとのかかわり方としても、長く一

緒にいられる方のほうが、お子さんのいろんな部分に気がついて見ていけるということも踏まえて、実

は昨年度のモデル事業、本宿小で固定シフトを一部入れまして、先行的にやりました。そのときには、

やり方をかなり変えたということで、現場からの不満なりもありましたけれども、丁寧にご説明してい

く中で、子どもたちにとってもいい環境、また、働きやすさという部分でも評価をいただいてきた。そ

れを踏まえて今回、こういう形で捉えております。そういったところで、全体的にはスタッフさんの働

きやすさも出てきたのかなと思っています。長く入れる方については、こちらからもお願いし、子ども

たちのかかわりの中でお仕事がしたいという方については、出ていただけるところにうまくシフトを入
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れてという形で取り組んでいる部分では若干変わってきたなと思っております。 

 指導員につきましては、学童クラブの開所時間が朝８時からといったところについては、昨年までの

モデルという部分がなかった中でのスタートで、４月時期は若干厳しかったかなと思っておりますけれ

ども、正規職員の働き方、勤務時間を延ばした中では、夏休みを踏まえて、一定の克服をしてきている

部分かなと思っています。ただ、長時間の働き方というところでは、働きやすさは、子ども協会とも詰

めて検討していかなくてはいけない課題だと思っております。 

 おやつにつきましては、あそべえでは提供はなくて、学童クラブは補食というところで与えておりま

すけれども、あそべえのお子さんに影響が出ないような形で配慮いただきながら、運営のほうで詰めて

いるところでございます。 

○山口委員 質問が２点あります。 

 まず、１枚目の２「地域子ども館事業推進会議」のことなんですけれども、41 回ということは、12

館でということですね。そうすると、３回平均ということでしょうけれども、各地域子ども館では、何

カ月に１回とか決まりがあるのかな、あるいは随時必要なときに行っているのかなということを伺いた

いと思います。 

 ２点目なんですが、資料４の裏面、学童クラブの出席者数です。児童数が増加する学校があって、教

育委員会でも、地域子ども館、あそべえ、学童クラブの教室確保あるいは給食の配食数が問題になるの

ですけれども、出席率が 77.5％ということで、他自治体と比べても高いというのは大変いいことだと

思いますし、ほとんどの学校が 70％、80％を超えています。ちょっと素朴な疑問として、定員と平均

在籍者数と平均出席者数の差が大きいと思うんです。例えば、五小と大野田だと、定員に近い平均在籍

者数があるのですが、ほかの学校では 40 近い差があるところもあるのです。この定員というのは、ど

この時点か。４月の申し込みの時点でこれだけの定員を設ける必要があるのかどうか。この差が大きい

ところで、素朴な疑問な持ちました。 

○原島児童青少年課長 それでは、ご質問にお答えしていきたいと思います。 

 まず、１点目の地域子ども館事業推進会議につきましては、定めは特に設けていないのですが、学期

中に最低１回はしていただきたいということをこちらとしてはお伝えさせていただいております。その

中で、毎月のような形で実施している学校もあれば、おおむね２カ月に一遍という形のところもあり、

大体隔月で開催いただいているのかなと思っています。児童青少年課といたしましては、学期に１回は

開催していただきたい、このようなお願いもしているところでございます。開催回数については、12

館合わせての総計ですので、平均すると１館当たり３回やっております。 

 ２番目の学童クラブの定員と在職者数の数字の開きがあるというところでございます。定員につきま

しては、今回、施設の拡張をしていく中で、以前は現実の人数に合わせた形で定員を定めていたところ

もあったのですが、１人当たりの育成面積が 1.65 平方メートルということで条例にもありますので、

そういった中で受けられる人数を上限として、定員を定めさせていただいております。 

 この間、今後の児童数の増加に対応し得る整備を進めておりますので、整備が終わったところは現状

のお子さんよりかなり多い定員設定をさせていただいております。数字と平均在籍者数が近いところは

整備途中ですとか、今後整備を行う差が出ているところについては、一定整備が終わって、今後の児童

数の増加にも耐えられるような状況と捉えていただければと思っております。 

 平均出席者数のところについては、基本的にはこちらの審査の段階で、保護者のほうから必要な日数

等も把握しているところでありますが、高学年になると、習い事等といったところもあって、学童クラ

ブを利用されない日もあるということで、下がってきていると思います。基本は、大体週５日はご利用
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いただくということで入会なさる方の審査をしておりますので、このような高い出席率になってくるの

かなと思っております。 

○宮崎教育長 地域子ども館として行われている放課後の子どもたちに対する対応で、学校というフィ

ールドで行われているものとして、学校教育と、こうした地域子ども館のような子どもを守る活動が、

私は、すごく縦割りになっていると感じています。学校の先生たちもそのことに関心を持ってくれたり、

子ども館のほうでも、学校教育への配慮をしてくれたりとか、いろんなことがあったりするにしても、

基本的には別々に責任を持って粛々と進める、こんな感じで進められていると思うんですね。私は、こ

れはもうちょっと融合していくべきではないかなという気持ちを持っていて、現在の検討のモデル案に

も、そこを加えたりしているところもあるんです。 

 市長はお子さんを育てている世代でいらっしゃるということなので、むしろ市長のご意見を、こうい

う意見交換の機会ですから聞きたいと思うのですが、ここには「主なイベント」と書いてあります。い

ろいろやれば、結構人気があるのではないかと思うんです。それから、ここには出ていないのですが、

ＮＰＯの科学実験なんかをやってくれる団体が入ったりすると、あそべえで子どもたちがみんな喜んで

つくったり、遊んだりしているのです。片や、民間学童がかなり強い特色化を進めるようになってきて

いて、それと公的に行っている学童クラブ的な事業との差も、市民に次第に感じられるようになってく

る。これからのこういう放課後の子どもの育成保護事業というのは、どんな方向に行ったらいいのか。

例えば、こういうイベントがあると、むしろ積極的に取り入れるような感じで行うのか、そうではなく

て、もっと監護とかそういったことに努めて、安全の確保みたいなことをむしろ徹底すべきなのか。こ

ういう放課後の子ども対策について、市長として何かお気持ちはございますかね。ぜひ教えていただき

たい。お願いします。 

○松下議長 今、教育長がおっしゃった中の民間学童の定義をしっかりしたいのですけれども、武蔵野

市で民間の事業者が行っている学童で、例えば風の子さんのような民間の学童という位置づけを指して

いらっしゃるということでいいですか。それとも、民間の駅前等で預かりをやっている……。 

○宮崎教育長 そこまで含めて。 

○松下議長 そこまでだと、私はまずそこを分けなきゃいけないと思っていまして、都議時代なんです

けれども、定義で調べたことがあるんです。武蔵野市内にもかなりある、放課後預かりをする、学習塾

が経営しているような学童と名のつくものが果たして学童なのだろうかという疑問がありまして、東京

都としてどういう認識なのかも含めて調べたことがあります。やはり学童と事業者は言っていますけど、

あれは学童ではないと私は認識しています。塾ですね。主に塾という位置づけで、要はガイドラインと

かに沿ったものではない。興味があったので見学に行ったことがあって、否定はしませんが、利用料が

とても高額です。その中では、もちろん保護者の意向によってですけれども、通信教育などを行ってい

ます。送るのも含めてですね。ピアノ教室に行きたい場合はピアノ教室にも連れていきますよとか、そ

の中でピアノ教室をやっているところもあったりとかなので、事業者は「学童」という言い方をしてい

ますけれども、そこは武蔵野市の言うところの、風の子さんのような民間学童とは違うという線引きが

私は必要だと思います。というのは、利用料がかなり高額なので、まともに毎日通おうと思ったら、５

～６万とか、習い事の選択にもよりますけれども 10万ぐらいかかっちゃうのかなという部分がある。 

 そこは東京都としても、塾の位置づけなので、ガイドライン云々ではないですし、体操教室があった

り、公文があったり、放課後の子どもたちの過ごし方は、家庭の考え方にもよりますけれども、さまざ

まな中の１つと位置づけているので、武蔵野市の行っているような学童の事業や武蔵野市の子どもたち

が通う風の子さんのような民間学童という意味でいうと、やはり放課後の子どもの育ちをしっかり育む
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ことが重要な位置づけであり、それは監護とおっしゃいましたかね、育成の意味でも大事だし、かつ、

こういうイベントとしての楽しみ、かつては武蔵野でももっといろんなイベントがあって、お化け屋敷

をやって楽しかったんだよという話も聞いたことがあります。 

 そういう意味での学童は私は重要であり、今は３年生ですけれども、保護者からの要望は非常に強く、

３年生ではなく、もう少し学年を上げてほしいなという声も強いというのを認識しております。そこは、

この場ではちょっと語り尽くせない部分もありますので、保護者からの要望も強いですし、放課後の子

どもたちの過ごす場所としての学童は、こういうイベントも含めて非常に重要だという認識を持ってい

ます。 

○宮崎教育長 よくわかりました。こういう公的に行っている学童保育にしても、あそべえという全児

童対策にしても、まずはお子さんを大切に、安全に、親が安心して任せられるものを確保する。その上

で、子どもたちの豊かな放課後生活みたいなものが演出できるものを取り入れていく。そこには、先ほ

ど渡邉先生のおっしゃったような、そこについた指導員の方たちの個性、特性も生きてくる、そんなも

のがあったら、学校教育の時間帯の部分と、そこを離れた放課後帯の部分がうまくつながっていって、

そこでまた学校に行く気になったり、学校が終わっても安心して学童に行ったりする。そういう子ども

たちの生活をつくっていきたいと、今お伺いして思いました。 

○山本委員 今のイベントのことなんですけれども、そのイベントでは地域コーディネーターの方たち

の活躍もあります。例えば、私の住んでいる地区は五小地域なんですけれども、今度お餅つきがあるら

しいのです。それはいいわねと思っても、いろんな準備が大変で、当日、お餅を詰まらせてしまわない

ようにとか、そういうことまで、当然なんですけれども準備して、もしそうなったらどうするかという

ことでは、地域コーディネーターの方たちも、とてもスタンバイして準備しているんです。 

 それから、先ほどから何回か語られた市民科のことにもつながりがあって、学童やあそべえのお祭り

などを通して市民性を育み、「今にあなたたちがこれをやるようになるのよ」という、手渡したいとい

う希望が満ち満ちているのを感じるんですね。 

○小出委員 地域子ども館、ご苦労さまです。ことしスタートだと思いますけれども、いろんなことが

あると思います。何にしても保護者が安心して預けられる子ども館であってほしいと思います。上がっ

てくる子は保育園出身の方が結構多いと思います。保育園とうまく連携できればいいかな。初めは保護

者がすごく不安じゃないですか。学童がどういうものか全然わからない。いきなり１年生でヨーイドン

で入ってしまうので、その前に、事前の交流はないかもしれませんけれども、親御さんが安心して預け

られる何かがあるといいかな。 

 学童にいた親としては、昔は定員がいっぱいになると、上の学年はやめさせるといううわさが我々の

ときは随分あったんです。１年生は必ず入れますよと。定員がいっぱいになると、どこから切られるか

というと、２年生、３年生からといううわさが、その当時、今から十何年前はあったのですけれども、

今は全部入れているのでしたっけ。それが勤めている親としてはすごく不安でした。定員になると３年

生から切られるよといううわさが流れてみたり、２年生だよとかいううわさが随分あった。そういうこ

とはないですよという親の安心感があって子どもが預けられる学童であってほしいと思います。 

○松下議長 ほかはよろしいですか。 

 それでは、重点的な取り組みの 29 年度取り組み状況のうち、個別に説明があったものについての協

議は終了しましたので、今協議した文化振興方針、小中一貫、放課後施策以外の項目でご意見や質問が

あれば、ご発言をお願いいたします。いろいろとありますね。図書館のあり方ですとか、子どもの貧困

対応ですとか、オリパラの取り組みで何かございませんか。 
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○宮崎教育長 実はここに余り書いていないことというか、全部にかかわることで、単に今考えている

ことを申し上げるだけなのですけれども、今、100 年ライフの時代と言われて、そういう話題がかなり

多くなっています。我々にとって 100年というライフステージがあるということになってきたわけです。 

 私は社会教育委員の方たちがいるときにお話ししたことがあるのですけれども、その話題を最初につ

くったリンダ・グラットンさんという、『LIFE SHIFT』というご本を書かれた方は、政府の審議会にも

呼ばれていて、今回のいろいろな会議で中心になっていただいているみたいなんですが、あの本の中で、

これからの 100年ライフに大切なのはインタンジブル・アセットと呼ばれる「見えない資産」だという

ことを書いているのです。そこまで紹介されていないことが多いのですけれども。100 年生きるために

は、我々が今までのように単純に 60 ぐらいまで働いて、あとは引退後の生活を送るだけということで

はなくて、もっと人生というものを生きていかなきゃいけない。そのときに、その人がどれだけ見えな

い資産、力を持っているかがすごく大事だと書かれているのです。 

 その１つが生産性資産というもので、例えば人が仕事で生産性を高めて、成功して所得を得る、ふや

すのに役立つ要素であるスキルや知識をより多く持つこと。２つ目が、活力資産といって、肉体的、精

神的な健康や幸福。健康でなければ何もできませんので。友人関係とか家族との良好な関係ができるこ

となんかもそれに入ってくる。３つ目が変身資産。変身というのは、変わるということなんですが、大

きな変化を経験して、それに自分を対応させていく資産。自分自身をよく知っていることであったり、

多様性に富んだ人間のネットワーク、友達づき合いを持っている、こんなことだとそこに書いてあるの

です。 

 私は、こうしたものというのは、学校教育と、その後に生涯学習の期間に入っていく、またはこれか

ら文化方針や生涯学習のプログラムの中で用意されたもの、リカレント教育みたいなもの、もう一度学

び直しに戻れるという一連の教育の機会を、見えない資産として常に更新していける、そういう人々を

支える教育のシステムみたいなものは、学校も含めた社会に資産として必要ではないかと社会教育の委

員さんたちにお話ししました。そういうものを目指す。お金のある人は、そういう資産を簡単に手に入

れることはできるけれども、経済的に厳しい人はそういうものを得られるチャンスが少ないということ

がないように、公的にもある程度保障される生涯学習というステージでできるようなことが必要ではな

いかなと考えているのです。ですから、これからの総合的な施策を考えるときにも、我々が長寿化して、

人生は長くなっていく、その長い人生をどう生きるかということ、生きるために市民に対して我々が実

際にどう力をつけて上げられるのか、また、勇気をつけてあげられるのかといったことを考えるのはす

ごく大事ではないかなという気がしております。これはどれかということではなく、そんな思いを持っ

ているところです。 

○松下議長 インタンジブル・アセット。深いなと思って。 

○渡邉委員 子どもの貧困への対策も今の一部だと思うんです。今はこういう形で、金銭的な支援を中

心にしてやれるようになっているわけですけれども、実は、それだけではなくて、心の支援について、

もっともっとやっていかなければいけないのかなということを非常に感じているのです。 

 例えば、不登校等の状況が出てくる。それの一因として、こういう子どもの貧困もあるということで

す。それは単に金銭的な支援で済むわけではなくて、どうやって子どもたちが心を許してというか、ど

ういう言い方がいいのかわからないのですけれども、不登校にならないような、そういう気持ちにして

あげないと、学校に来てくれないわけですから、その辺の対応もきちんとやっていかなければならない

と思うわけです。 

 もう１つは、多様性ということに関して、人はみんな違うのですけれども、特別支援のお子様方もい
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らっしゃる。それは個別にやっていくというのもまた変だなということは思うのですけれども、それな

りの手厚い支援もしていく必要がある部分があって、それをどうやっていったらいいのかということは

非常に重要な課題です。特に、多様性を認める中で、教室の中にそういうお子さんも一緒に学ぶとかの

機会もふえてきて、先生方も大変な状況になったりとか、ほかの子どもたちもどうやってつき合ってい

ったらいいのかなとか、なかなか難しい面もある。その辺の気持ち、心の対応というんですか、それは

その子どもたちだけでなく、周りの子どもたちの心の対応も学んでいかなければいけない部分があって、

そういうところの教育も今後かなり重要になってくると感じています。 

 例えば、それが重要項目のどういうところに反映できるのか、市長として、また考えていただけると

いいかなと思うのですが、その１つとしては、例えば教育センターもそうだし、子どもの貧困への対応

も、それはそれとしていろいろな支援の仕方がある。それの位置づけを、さらに重点施策として取り上

げてもいいと感じています。 

○松下議長 子どもの貧困への対応は、課題に、30 年度に保護者の経済状況も加えて生活実態調査を

実施する予定と書いてありますので、ぜひこうした結果から支援につなげていけるように。本当に支援

が必要な人に支援の手が届いているかということは重要な課題であるという認識を持っています。なか

なか声を出せない、出し方がわからない、そんな支援があると思わなかったという中で、生活困窮して

いる家庭もおありではないかなと思っていますので、本当に支援が必要なところに支援が届くように、

この調査がその一助となるように期待をしたいと思います。 

 また、重点的な取り組みとして、今ご紹介いただきました教育支援センターですね。不登校のお子さ

んだったり、学校には行けないけれどもほかに行く場所があるという取り組みは非常に重要であるとい

う認識を持っておりますので、今後しっかりと意見も伺いながら考えていきたいと思います。 

○渡邉委員 大学のボランティア支援センターで所長をやっていたこともあって、ボランティアの活動

をするときに、支援するほうがよかれと思ってやったことが、実はそうでもないということがあります。

そこをどうやって判断していくのかがとても難しい。そういう支援する側の学びはとても大切で、いい

と思っていたんだけど、とても嫌なことだった、そうならないように周りの方も学びをやっていく必要

がある。それがよくなることによって、多様性を認めるということがきちんとできるようになるのです。

武蔵野市は、こうやっていると言えるようになるといいと思いますので市長として今後、ぜひぜひ考え

ていただけるといいと思います。 

○山本委員 その続きです。もう一回アピールするのですけれども、経済的な貧困のみならず、精神的

な、心持ちの深い部分の貧困のことを忘れないで対応していこうねということを、教育委員会はずっと

大事にしてきたと思うんです。でも、その支援ということに関して言うと、今、渡邉先生が言われたよ

うに、とても難しいものだと思います。 

 ただ、今は支援を受ける側に回っている人たちが、この 100年ライフという長い人生の中で、いつか

は自分が人を支えたり助けたり、支援したりする立場になる、その視点がすごく大事だと思っていて、

それは例えば支援に関する手続をする窓口で応対する人の意識でもとても必要で、いつかはあなたが支

援をする立場になれるんですよという有りようは、状況を大きく変えていくことにつながるんじゃない

かなと感じているんです。 

○松下議長 最近、私、はっとしたことがあって、セカンドハーベストってご存じですか。フードバン

クの取り組みをしている方が、なぜ自分がそういう取り組みをしているかという話の中で、それこそよ

かれと思ってやっていることが相手にとっていいかどうかというので、彼が１年間、会社に勤めながら

ホームレスをしたのです。違う立場に立ってみた。そこでおにぎりを投げ込んでいった人がいた。その
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人は、食べ物はどうせないだろう、俺が朝、おにぎりを買ってきて、入れてやった、ボンボンボンと投

げていった。それが、すごく頭にきた。支援をする側がよかれと思ってやっていることが、受ける側に

とって傷つくこともあるということから、フードバンクの取り組みをすごく熱心にやっている。余って

いるといいますか、企業なんかで賞味期限が近づいてきているものをみんなで分け合って、特に生活困

窮しているところにみんなで届けようという取り組みがすごく印象的だったのを今の先生の言葉から思

い出しました。相手の立場に立った支援ができるように、そして、支援を受けている人もまた、そうし

た中で逆の立場にもなっていけるような取り組みが、行政としてどうできるかということを考えていき

たいと思います。 

○山口委員 「子どもの貧困への対応」で、貧困の連鎖を断ち切るための学習支援とあったのですが、

何年か前に武蔵野市の学力調査の山が二極化していて、とても心配だったのです。いいほうにも大きな

山があるんだけれども、低いほうにも山があった。それがこの前、ことしの結果を伺ったときに、山は

いいほうに高いんだけれども、低いほうに山がなくて、なだらかになっていた。ああよかったなと、こ

の前思ったのです。具体的に、学びたいけれども学ぶ方法がわからなかったり、学ぶ場がなかったりし

て、悩みながら違う方向に行ってしまう子どももいるので、そういうところにうまく支援をしていくと

いうのは、とても大事なことだなと思って、その成果が出始めているのではないかしらと思ったところ

です。 

 貧困状況というのは、現代ではすごく見えにくくなっている状況があると思うんです。経済的なもの

も見えにくくなっているので、このチェックシートというのはとてもいいことだなと思いますし、これ

が学校で効果的に生かされるものになっていくように期待したいと思います。 

 もう１つは、具体的に、経済的なもので、この前、高校等に入る人たちへの奨学金というんですか支

援があって、予想をすごく大きく上回りましたよね。これは時宜を得たものであったと思いますし、広

報の仕方がうまくいって、本当に欲しい人に届くものであったのだろうと思います。これはよかったこ

とだなと思います。 

 その見えにくくなっている状況の中で一層見えにくいのが、心の貧困だと思います。先ほどから出て

いる話ですが、都市化が成熟してくると、これはますます進むと私は思いますし、現実に、もうあると

思うんです。子どもたちが本音を話さない。浅いつき合いで自分をおさめている。しかし、求めている

ものはそんなものではなくて、深い本当の心のかかわりだと思うんですが、それを出すとうまくいかな

いというところで浅いつき合いをして、自分を満足させていこうとしているところがあると思うんです。 

 心の貧困対策というのは、これですというのではなくて、私は全部だと思うんですね。先ほどから出

ているあそべえの問題でもそうです。そこでスタッフの方とかかわっているうちに、自分の心が育って

いく、人とのかかわりの楽しさを覚えていくというのもありますし、体験活動の中でもいろいろあると

思うのですが、そういうさまざまな活動の中に、子どもたちの心を育てるということを大事にしていく

ことによって、心の貧困が少しずつ豊かな方向に、自分から求めていけるような子どもを育てていくこ

とができるんじゃないのかなと思っています。 

 もう１つは、教育センターのことなんですけれども、これが非常に難しい状況にあります。教育推進

室が今、本当によく頑張って、それぞれの成果を上げてきていると思うのですけれども、どこの地域で

も昔からある教育センターが早く武蔵野市で実現してほしいなと思いますし、今、現実の問題として教

育支援センターが移転しなければいけない。あるいは、子育て世代包括支援センターとしての役割を担

っていくことが望ましいと言う。建物の問題も学校建築と大きくかかわってくることですし、これは難

しい問題だな、どういうふうにやっていけば、その解決の糸口が、より早くつくれるのだろうかという
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思いを持っております。 

○小出委員 子どもの貧困なんですが、山口先生も言いましたけれども、我々地域でやっているのが子

どもの声かけ。おやじの会とかをつくりまして、とにかく子どもたちに何かあったら目を光らせましょ

う。注意するのではなく、温かく見守りましょう。そういう地域のおじさんたちがいっぱいいればいい

のかな。教育と余り関係ないですけれども、地域性も深めていかないと、子どもたちは育っていかない。

病んでいる家庭もありますので、それに対しまして地域の大人が目を光らせて声をかけてあげるという

行為も、とても大切だと思っております。とりあえず何かイベントがあるとみんなで出ていって声をか

けていろいろ話す、これが私の周りでやっていることであるのですけれども、そういうことはとても大

切だと思います。 

 支援センターについても、とても大切なところだと思います。たくさんではないのですけれども、頼

っている家庭も幾つもあると思います。また、担当している方々も、多目的にいろいろなところを勉強

して一生懸命やっているのですけれども、それをもうちょっと出してあげたいなという気持ちがありま

す。ここでは WISC というテストを受けられるのです。ⅢからⅣになって、難しくなっているのですが、

これが武蔵野市だと無料で受けられる。ほかの医療機関に行くと大体１万円か２万円取られるというテ

ストを受けて、その子の発達状態がわかる。そういうテストを受けられるというのを知らない保護者の

方が多い。うちの子はちょっと問題がある、何だろう、わからないという保護者が多いと思うんです。

センターに行きますと、ＩＱがわかってしまいますよと言われてしまうのですけれども、それを度外視

して、この子は今、何に困っているのかなというのが、そういうテストで少しずつわかってくることが

あるので、全員受けなさいというわけではないですけれども、うちの子はちょっと問題がある、困った

なという親御さんがいれば、支援センターを活用しましょうと声をかけてあげるのは、とても大切なと

ころだと思います。これからいろいろ課題がふえていくと思いますけれども、見守っていきたいと思い

ます。 

○渡邉委員 ２番目のオリパラの件です。いよいよ２年後になって、かなり近づいてきているわけです

けれども、取り組み上の課題ということで、実行委員会が４つあるわけです。分科会は、意見の具体化、

それしか書いていないのですけれども、例えばどんな意見が出てきたのかを教えていただきたいと思い

ます。 

○齋藤オリンピック・パラリンピック担当課長 出てきた意見ですけれども、まだ煮詰まっていないも

のも多いのですが、分科会で話していく中で出てきているものとして、１つは、主に障害者スポーツを

支えるようなスポーツボランティアの取り組みをつくっていけないかなという話が出ております。こち

らは、大学との協力であるとか、子どもたち、ボーイスカウトとかガールスカウトの団体の方々も入っ

ていただいていて、そこに所属している子どもたちもかかわれないかなという話が出ております。 

 あと、広報チームをつくれないかという話も少ししております。子どもたちが自分たちで調べて新聞

をつくるみたいなもののオリパラ版をやる。そうすると、オリパラ教育との相乗効果が生まれないかな

という話をしたりしております。 

 スポーツ団体の方々が自分たちの活動を紹介しながら、運動をするきっかけをもたらすような、ちょ

っとしたスポーツ紹介動画みたいなのをみんなで楽しんでつくれないかなとか、そういったアイデアな

どが分科会の中から出ておりまして、このあたりをどうやって、よりよいものにするのか、これから詰

めていく。実際に動き始めるのは来年度からになるかもしれないのですが、形にしていきたいと思って

おります。 

○渡邉委員 レガシーが大事なので、いかにして継続的にずっとその先もやっていけるか、そういう活
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動をたくさんつくっていただけるといいと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

３ その他 

 

○松下議長 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、協議報告事項については終了しましたが、その他、何かございましたら、ご発言をお願い

いたします。 

○堀井副市長 いろいろご意見を承りました。市の施策にどうつなげていくか。これが私としてはそれ

が一番大事な視点であります。一番最初の、文化の基本方針については、市長も述べておりましたよう

に、文化というのは生活全てが文化だと思っています。その中で行政が取り上げるべき、やるべき文化

とは何なのか。そこの範囲をしっかりと決めていかないと、散漫なものになってしまうのではないかと

思っています。 

 それから、これはあくまで私の受けた印象からの意見ですけれども、イベントという問題があります。

市のほうでもいろいろなイベントをしています。ただ、私は最近、小さいお子さんを持っている家庭と

つき合いをする中で、イベント重視という家庭が物すごく多い。日常生活の中で楽しむのではなく、何

かイベントをしないと家族が楽しめない。友達と楽しめない。ちょこっと公園へ行くだけでも本当は子

どもは楽しいのに、何かどこかのテーマパークに行かないといけない、あるいはどこか買い物に行かな

いと、イベントをしていない。思い出づくりというようなことを最近、若いお母さん、お父さんはよく

おっしゃるんだけど、それって本当は日常生活の中でも十分できるようなことじゃないかな。最近、ジ

イチャンになって、そういうことを考えております。大してご意見は言えませんでしたけれども、次回

また発言させていただきたいと思います。 

 

 

４ 閉  会 

○松下議長 それでは、以上で平成 29 年度第２回総合教育会議は閉会となります。本日は、ありがと

うございました。 

 

午後３時 50分 閉会 

 


